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市立豊中病院警備・防災業務委託 共通仕様書 

1. 目的 

市立豊中病院(以下「当院」という。)の建物内及び敷地内における秩序維持、火災等の事故防止に努め、

施設財産と当院利用者・職員等の安全及び快適な環境を確保することを目的とする。 

2. 「市立豊中病院警備・防災業務委託共通仕様書」の位置づけ 

「市立豊中病院警備・防災業務委託共通仕様書(以下「本仕様書」という。)」、「市立豊中病院警備・

防災業務委託業務別仕様書(以下「業務別仕様書」という。)」及び建築保全業務共通仕様書(国土交通省

大臣 官房官庁営繕部監修)の最新版に基づき業務を実施する。但し、本仕様書と建築保全業務共通仕様書

の内容が重複する場合は本仕様書を優先する。 

3. 業務履行期間 

令和８年(２０２６年)４月１日から令和９年(２０２７年)３月３１日まで 

4. 業務場所 

豊中市柴原町４丁目１４番１号 市立豊中病院 

5. 受託者の責務 

本業務履行にあたり、当院が病院施設であることを認識し、当院の機能、信頼の喪失を招くことがない

よう万全の体制で業務を実施するとともに、次に示す事項について誠意を持って実施対応すること。 

(1) 関係法令等の遵守 

受託者は、医療法、消防法、その他関係する法令、規則、基準等を遵守し、法令に基 づく有

資格者が必要な場合は受託者の負担により選任を行うとともに、当院施設の秩序、安全、良好

な環境の維持に努めること。 

(2) 履行上の注意事項 

① 受託者の原因により、当院の業務停止、遅延及び資質低下等をさせてはならない。 

② 広域な災害を含む不測の事態においても、業務遂行が可能な体制を構築するとともに、当

院の職員及び委託業者職員と連携し、協力すること。 

③ 当院利用者に対し、不快を抱かせるような言動または行為をしてはならない。 

(3) 個人情報の保護 

① 受託者及び従業員（以下「受託者等」という。）は、「個人情報の保護に関する法律」を遵

守すること。 

② 受託者等は、本委託業務の履行により直接または間接に知り得た患者等の個人情報を第三者

へ漏らしてはならない。これについて、契約期間満了後または契約解除後においても同様とする。 

(4) 信用失墜行為の禁止 

受託者等は、当院の信用を失墜させるような行為をしてはならない。 

6. 業務内容 
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業務内容を以下のとおりとし、別に示す「業務別仕様書」に記載する業務を行う。また「本仕様書」、

「業務別仕様書」に記載されていない事項であっても、本業務の性質上関連する業務については、 実施

するものとする。 

(1) 警備業務 

(2) 防災業務 

(3) 駐車場、駐輪場管理業務 

(4) 総合案内業務 

(5) その他附帯業務 

7. 業務時間 

業務時間は２４時間年中無休とし、「業務別仕様書」及び「本仕様書」の「8．業務体制」に示す内容

に応じた人員配置とする。但し、当院の運営及び本業務の履行を妨げる恐れがある場合や、当院からの要

請がある場合は、別途協議を行った上で変更できるものとする。また、災害等の緊急対応を要する場合、

時間の取決めにかかわらず、速やかに対応すること。 

8. 業務体制 

受託者は、本業務履行にあたり次に示す内容に基づき、業務に必要な体制の構築を行うこと。また、本

業務に必要な知識、技術等を十分に備えた業務従事者(以下「警備員」 という。)の配置を行うこと。 

(1) 業務責任者等の配置及び要件 

受託者は、本業務の警備員のうち、業務責任者及び副業務責任者を配置する。 

① 業務責任者 

次の要件を全て満たすものを１名専任配置とし、本業務全体の総括責任者として業務を行う。 

(a) 警備業法に基づく施設警備業務に係る１級または２級検定合格者 

(b) 自衛消防講習修了者 

(c)  病床数２００床以上の病院については１年以上、または延床２０，０００㎡以上の公

共施設を２施設以上については累計５年以上の、警備・防災業務経験がある者 

(d) (c)の経験のうち、業務責任者の経験が３年以上の者 

② 副業務責任者 

業務責任者が不在の場合、次の要件を満たし、業務責任者と同等の能力を持つもの を１名

以上副責任者として配置し、業務責任者の代理業務を行う。 

(a) 警備業法に基づく施設警備業務１級または 2 級検定合格者 

(b) 自衛消防講習修了者 

(c) 警備・防災業務経験が 3 年以上の者 

(2) 警備員の要件 

受託者は、次に示す要件を満たす警備員を本業務に従事させること。 

(a) 普通救命講習を修了していること。 
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(b) 火災時における避難誘導方法及び避難放送方法を習得していること。 

(3) 人員配置 

警備員について次に示す内容のほか、「業務別仕様書」、警備計画に基づき、当院の巡回、立

哨、交通整理等の警備・防災業務を円滑に遂行し、労働基準法を遵守した人員配置とすること。 

① 常駐警備員数 

区分 時間帯 人数 備考 

平日 

早朝① 
７時００分～８時００分 ３名 以上  

平日 

早朝② 
８時００分～１０時００分 ６名 以上 

駐車料金の集計、釣銭準備等、こ

の時間内に完了させること。 

平日 

昼間 
１０時００分～１８時００分 ４名 以上  

平日 

夜間 
１８時００分～２２時００分 ３名 以上  

平日 

深夜帯 
２２時００分～翌７時００分 ３名 以上  

休日※ 

早朝 
７時００分～９時００分 ５名 以上 

駐車料金の集計、釣銭準備等、こ

の時間内に完了させること。 

休日※ 

昼間・夜間 
８時００分～２２時００分 ３名 以上 

○休日面会受付業務あり 

１４時００分～１９時００分 

（面会最終受付は１８時４５分） 

 

○１階 総合案内にて下記時間につ

いては警備員１名常駐のこと 

（８時００分～２０時３０分） 

休日※ 

深夜帯 
２２時００分～翌７時００分 ２名 以上  

但し、業務責任者または副業務責任者を含むものとする。 

※休日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日及び年末年始 (１２

月２９日から１月３日)をいう。 
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② 当日の責任者の常駐 

業務責任者または副業務責任者を必ず常駐させ、当日の責任者として配置すること。 

③ 業務責任者及び副業務責任者不在時の措置 

業務責任者及び副業務責任者が病気療養等の事由により、長期にわたり不在となる 場合は、

滞りなく速やかに当院に報告するとともに、新たに業務責任者及び副業務責任者の選任、配置

を速やかに行うこと。 

9. 警備員の管理等 

(1) 業務責任者の職務 

① 業務責任者は、常に警備員の教育及び指導監督を適切に行う。 

② 当院施設担当者と連絡を密にするため、防災センターに常駐し、意志の疎通を図 

るとともに、協議事項を適確に行う。 

③ 業務全体の精査、点検及び見直しを行い、常に最善の業務を遂行すること。 

(2) 警備員の義務 

① 警備員は、職務遂行にあたり、全力を挙げて信用保持に努め、いかなる場合でも 

当院の名誉を傷つける行為をしてはならない。 

② 警備員は、業務中の態度を正し、第三者からの不快感を与えないよう留意するこ 

と。 

③ 警備員は、礼儀正しく品行に慎み、来院者及び当院職員に対し、親切丁寧を旨と 

し、粗暴な言動が決してあってはならない。 

④ 警備員は名札を着用し、清潔な服装に留意すること。 

(3) 警備員の遵守事項 

① 防災センター及び休憩仮眠室は、常に清潔保持を努めること。また室内には関係 

者以外の者を出入りさせてはならない。 

② 更衣、休憩、仮眠は指定された場所で行うこと。 

③ 敷地内、敷地周辺及び勤務時間内の喫煙を禁止とする。 

④  その他職務遂行を怠る行為は厳に慎むこと。 

(4) 身分の明確化 

受託者は、警備員に届出済みの制服及び名札を着用させ、第三者から身分の区別ができるよ

うにすること。 

(5) 教育指導 

受託者は警備員に対し、次の①～③に掲げる教育、指導を実施し記録すること。また年 1 回

程度での自主モニタリングを実施し、教育、指導が必要な警備員に対して再度教育、指導を実

施すること。 

① 警備業法に基づく教育 

② 警備技術向上のための教育、指導 

③ 本業務に必要な当院建物、設備の取扱についての教育 

(6) 資格証、免許証等の携帯 
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受託者は、警備員に業務上必要な資格、免許等を常時携帯させ、第三者から要求された場合、

速やかに提示すること。 

10．計画及び報告 

(1) 警備計画 

受託者は、契約締結後速やかに「本仕様書」、「業務別仕様書」に基づく警備計画を作成し、

当院に提出すること。 

(2) 業務体制 

受託者は契約締結後速やかに、本業務に従事する全員の氏名、役割を記載した名簿及び業務

体系表を作成し当院に提出すること。また業務責任者、副業務責任者においては、実務証明書、

経歴書及び資格証等の写しを当院へ提出すること。受託者の人事異動等の事由により、体制が

変更する場合も同様とする。 

(3) 勤務計画表 

受託者は、警備員の勤務計画書を作成し当該月の 5 日前までに当院に提出すること。 

(4) 研修計画 

受託者は、年度初めに 1 年間の警備員の研修計画を作成し、当院に提出すること。 

(5) 業務報告等 

① 警備日報 

毎日の業務記録等の必要事項を記載した報告書を作成し、当院の指示する時間に業務

報告を行うこと。実施した業務および事象等を報告し、対応が必要な事項 について都度、

当院と協議を行う。 

② 各業務の報告書 

「業務別仕様書」に記載する報告書を作成し、当院に提出すること。 

③ 緊急対応等の報告 

緊急的に対応を行った場合及び「本仕様書」に記載のない業務が生じた場合は都度、 内

容を具体的に記載した報告書を作成し、速やかに当院へ報告すること。 

(6) モニタリング結果の報告 

受託者は、年度中に自主モニタリングを速やかに行い、その結果を根拠資料とともに、 当院

へ３月初旬に提出及び報告をし、当院の確認を受けること。 

11．事故及び災害対応等 

地震、風水害等の大規模な災害、院内でのエレベーター事故などの重大な事故等が発生した場合は、

人命の安全を図り、避難誘導、通報、負傷者の保護に努め、職務職責を問わず病院機能の 復旧に協力す

ること。また、併せて事前に予測可能な災害に関して、予防策を講じること。 

12．関係書類の取扱い 

受託者は、「本仕様書」および業務関連書類等を当院の許可無く使用、複写複製、外部へ持ち出して
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はならない。関係書類は整理整頓し、所定の場所に保管すること。 

13．備品、物品類の管理及び請求 

(1) 貸与品及び支給品の管理 

受託者は、当院から貸与、支給された備品等について管理簿を作成し、適切な保管や使用につ

いて、毎月当院へ報告すること。 

また、当院の貸与品を万一損傷させた場合は、同等品を弁償すること。 

(2) 受託者持ち込み備品等の報告 

受託者は契約締結後速やかに、本業務に持ち込む受託者所有の備品等について一覧表を当院へ

提出し確認を受けること。また契約期間中、新規に持ち込む場合も同様とする。 

(3) 物品等の請求 

受託者は、当院が費用負担する物品を要求する場合は、要求する物品の仕様およびその必要性

を明確にした書面を添えて、当院の購入依頼書により請求すること。 

14．安全衛生管理 

受託者は、警備員の安全衛生管理について、業務責任者を安全衛生管理責任者として、関係法令に従

い業務を行うこと。 

業務履行に当たり、常に整理整頓を行い、危険場所には必要な安全対策を講じ、事故防止に努めるこ

と。安全衛生管理者は安全衛生管理体制を構築、管理し当院の施設管理上、必要な安全対策等を当院に

提案すること。 

受託者は業務履行に当たり当院および第三者に対して、細心の注意を払って業務を実施すること。な

お、受託者の責めに帰すべき事由により発生した事故は、受託者が一切の責任を負うものとする。 

15．感染防止 

受託者は、当院が定める「市立豊中病院感染対策マニュアル」を基本とし、感染症発生予防および蔓

延防止に努め、二次感染防止に留意し次に示す内容を実施すること。また、新型などの新 たな感染症が

発生し、流行した場合についても同様の対応を行うこと。なお、感染防止に関する費用等については、

受託者の負担とする。 

（1） 健康診断及び業務の制限 

受託者は、警備員に健康診断を受診させ、その結果を把握し、適正な措置を講じなければな

らない。また、感染性疾患に感染した者および感染疑いのある者を本業務に一切従事させてはな

らない。 

（2） 予防接種 

① 抗体価検査またはワクチン接種歴 

受託者は、履行開始後 6 ヶ月以内に次に示す疾患に関して、警備員全員の抗体価検査結果

またはワクチン接種歴を取り纏め当院へ提出、確認を受けること。接種歴が不明の場合は医

療機関等において抗体価の検査を受診すること。抗体価の検査方法については次に示す内容
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のいずれかの検査方法で行うこと。 

提出書類については、検査結果の内容が示された書類等の写しを提出し、当院の確認を受

けること。 

対象疾患 検査方法 

Ｂ型肝炎 ＣＬＩＡ法 、ＥＩＡ法 

麻疹 ＣＬＩＡ法 、ＥＩＡ法、ＰＡ法 

風疹 ＣＬＩＡ法 、ＥＩＡ法、ＨＩ法 

水痘 ＣＬＩＡ法 、ＥＩＡ法、ＩＡＨＡ法 

流行性耳下腺炎 ＣＬＩＡ法 、ＥＩＡ法 

② 予防接種 

受託者は、次に示す予防接種を警備員全員に受けさせること。また新規に当院で従事する

者も同様とする。 

・①に関する予防接種 

受託者は①に示す疾患について接種歴がない者、抗体価が当院の基準に満たない者及び

当院の指示する者に対し一般社団法人 日本環境感染学会医療関係者のためのワクチンガ

イドラインに準じて、履行開始後 6 ヶ月以内に予防接種を受けさせること。 

・インフルエンザ予防接種 

受託者は、毎年インフルエンザが流行する時期に警備員全員にインフルエンザ予防接種

を受けさせること。 

接種時期については、当院の指示による。(概ね毎年１１月頃を予定) 

・その他予防接種 

受託者は、感染性疾患が流行し当院が必要とする予防接種について、当院の指示により、

警備員全員に予防接種を受けさせること。 

③ 感染予防策 

受託者は、感染性疾患の流行期には警備員に対しマスク等の装着及び手指消毒等を 徹底

させ、基本的な感染予防策を十分講じること。 

④ 健康診断及び接種歴の管理 

受託者は、警備員全員の健康診断結果、予防接種歴等記録し、保管すること。 

また当院からの開示要求があれば、速やかに開示すること。 

⑤ 「市立豊中病院感染対策マニュアル」の改訂 

受託者は市立豊中病院感染対策マニュアルの改訂があれば随時その内容に沿って対応する

こと。 

⑥ 感染対策に関する研修の参加 

受託者は、毎年当院が開催する感染対策に関する研修に参加すること。 

16．損害予防措置および賠償等 

(1) 当院および第三者に対する損害予防措置、賠償 
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受託者は、本業務履行に当たり、当院および第三者に危害、損害を与えないよう万全の措置を

講じること。受託者の責めに帰すべき事由により当院および第三者への損害を与えた場合、 受託

者は直ちにその旨を当院に届け、その損害を賠償しなければならない。 

(2) 設備機器に対する損害予防措置、賠償 

受託者は、本業務履行に当たり、設備機器そのものへの損害や運転について、支障を与えない

よう万全の措置を講じること。受託者の責めに帰すべき事由により設備機器へ損 害を与えた場合、

受託者は直ちに応急処置を施し、当院へ届け、損害賠償しなければならない。 

17．費用負担区分 

費用負担については次のとおりとし、その他不明確な内容については、当院及び受託者間で協議を行い

決定する。 
 

当院 受注者 

詰所、休憩室、仮眠室 ○ 
 

事務机、椅子、更衣用ロッカー、寝台等の什器備品 ○ 
 

駐車場機器の消耗品類 ○ 
 

当院での光熱水費、電話代(当院指定の番号に限る) ○ 
 

警備員に被服、装具等の必要な備品類及び寝具類 
 

○ 

用紙類、文具、事務用品 
 

○ 

感染防止に関する費用 
 

○ 

(凡例：○ 負担者)  

18．業務の引継ぎ 

契約期間満了または契約解除等により、受託者が変更となった場合、受託者は引継ぎが円滑に遂行で

きるよう、当院と協議の上、十分な引継ぎ期間を設け、引継ぎを受ける次期契約者に対し適切に業務引

継ぎを行うこと。受託者は当院へ業務引継ぎ計画およびスケジュールを提出し、確認を受けてから速や

かに、着実に引継ぎを行うこと。引継ぎの際、履行期間中行われた全業務の詳細を書面または電子デー

タに記録し、次期契約者へ引渡すこと。 

受託者は業務引継ぎ完了時、当院及び次期契約者に対し内容の確認と、当院の最終承認を得ること。 な

お、業務引継ぎに関する費用は受託者の負担とする。 

19．疑義 

「本仕様書」、「業務別仕様書」に疑義が生じた場合や、記載のない事項に ついては、当院と受託者

間で協議を行い決定する。 

 

 

以上 


